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８ 選考にあたって考慮する事項  
校種・職種（学部・教科） 

考慮する事項 
小学校教諭 中学校教諭 高等学校教諭 特別支援学校教諭 養護教諭 栄養教諭 

中学校の複数教科の普通免許状を所有していること ― ○ ― ― ― ― 

「情報」の普通免許状を所有していること ― ― ○ ― ― ― 

高等学校の複数の教科又は盲学校・聾学校・養護学
校・特別支援学校普通免許状を所有していること ― ― ○ 

(水産受験者) ― ― ― 

複数の種別・領域又は教科の普通免許状を所有してい
ること ― ― ― ○ ― ― 

実用英語技能検定2級以上、TOEFL iBT42点以上、
TOEIC550点以上のいずれかを取得していること ○ ― ― ― ― ― 

実用英語技能検定準1級以上、TOEFL iBT80点以上、
TOEIC785点以上のいずれかを取得していること ― ○ 

(英語受験者) 
○ 

(英語受験者) 
○ 

(中学・高等部 
英語受験者) 

― ― 

学校図書館司書教諭の講習の修了者 
※平成30年4月1日現在で所有していること ○ ○ ○ ○ ― ― 

スポーツ、芸術、学術、国際貢献等、特に優れた実
績・資格等を有すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
９ 教員採用候補者名簿登載等 

⑴ 第２次試験合格者を、平成30年度島根県公立学校教員採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に登載します。この
場合、出願した校種と異なる校種に登載することがあります。 

⑵ 名簿に登載された校種と異なる校種に配置し、当分の間勤務することがあります。 
⑶ 名簿登載期間は、登載された日から平成31年４月１日までとします。 
⑷ 現に大学院又は教職大学院（以下大学院等）に在学中の者で、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に専

修免許状取得見込の者にあっては、名簿登載後の申し出により、名簿登載期間内での採用延期を認めます。 
⑸ 平成30年４月に大学院等へ進学し、平成32年３月31日までの間に専修免許状取得見込の者にあっては、名簿登載後の

申し出により、名簿登載期間は登載された日から平成32年４月１日までとし､名簿登載期間内での採用延期を認めます。 
⑹ 社会人を対象とした選考（募集区分Ｌ）における高等学校教諭（特別免許状）の採用にあたっては、教育職員検定に

合格し、特別免許状の授与を受ける必要があります。免許状取得に要する経費は自己負担とします。 
⑺ 助教諭として採用する選考（募集区分Ｍ）における高等学校助教諭（臨時免許状）の採用にあたっては、教育職員検

定に合格し、臨時免許状の授与を受ける必要があります。臨時免許状の有効期間（３年）内に「職業指導」等の単位を 
修得し、当該普通免許状を取得すれば、日本国籍を有する者にあっては教諭に、日本国籍を有しない者にあっては任
用の期限を付さない常勤講師に任用することとします。免許状取得に要する経費は自己負担とします。 

⑻ 選考結果の情報提供については、名簿に登載されなかった者のうち、希望する者に対して行います。希望の有無に
ついて願書の該当欄に○印を記入してください。試験ごとにその結果を３段階で提供します。 

⑼ 選考にあたって考慮する事項に係る免許状等を取得できなかった場合には、名簿の登載を取り消すことがあります。 
⑽ 出願資格を失った場合又は提出書類に虚偽の記載があった場合には、名簿の登載を取り消します。 

 
10 その他 

⑴ この選考試験に関する問い合わせ先は次のとおりです。 
    〒690-8502 島根県松江市殿町１番地 島根県教育庁学校企画課  電話（0852）22－6608  
⑵ 自然災害等により、やむを得ず試験日程を変更する場合は、島根県教育庁学校企画課ホームページ 

（http://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/）でお知らせします。 
⑶ 受験票が平成29年６月23日（金）までに届かない場合は学校企画課に連絡してください。 
⑷ 提出書類の記載事項に変更が生じた時は、速やかに文書（はがき可）で届け出てください。ただし、校種・職種・募

集区分・教科（科目等）の変更はできません。 
 
 

・平成30年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験願書（様式１） 
・平成30年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験基本データ入力票①・②（様式２・様式３） 
・平成30年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験受験票（様式４） 
・出願用封筒 
・選考試験願書の記入例（記入例１・記入例２）  
・基本データ入力票①・②の記入例（記入例３） 
・リーフレット（石見・隠岐地域限定採用、障がいのある方を対象とした選考） 
 

 

この要項の添付書類は、以下のとおりです。


